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（仮称）函館市無料低額宿泊所の設備および運営に

関する基準を定める条例（案）の概要

１ 条例制定の趣旨

平成３０年６月８日，「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者

自立支援法等の一部を改正する法律」が成立し，社会福祉法の一部が改正さ

れたことにより，「無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準」を，函

館市が条例で定めることになりました。

無料低額宿泊所は，社会福祉法上の第二種社会福祉事業を実施する施設で，

これまでも，その設備および運営について，厚生労働省がガイドラインを示

していましたが，近年，その設置数が急増している一方で，一部には，居室

がプライバシーに配慮されていない等利用者の適切な処遇が確保されていな

いもの等もみられるところです。

こうした状況に鑑み，無料低額宿泊所の適切な設備および運営を確保する

観点から，都道府県等が条例でその基準を定めることで，利用者処遇の改善

を図ることを趣旨として，厚生労働省令が公布されました。

２ 無料低額宿泊所の範囲

厚生労働省令において，無料低額宿泊所の範囲が以下のとおり規定され，

これを満たす場合には，届出が必要となります。

(1) 次のいずれかの事項に該当していること。（他の法令により必要な

規制が行われているなど主たる事業目的が無料低額宿泊所ではない

ことが明らかな場合を除く）

ア 入居の対象を生計困難者に限定している場合（生計困難者に限

定して入居を勧誘していると認められる場合も含む）

イ 主な入居者が生計困難者（生活保護受給者が概ね５割以上）で

あり，

① 入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約である場合，または，

② 居室使用料・共益費以外の料金を受領してサービスを提供し

ている場合

(2) 居室使用料が住宅扶助基準額以下であること。
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３ 市の基本的な考え方

条例の制定に当たっては，国が示す基準を標準とし，または参酌して定め

ることとなっており，この基準は，先に厚生労働省から示されましたが，市

としては，この基準と同等の内容とすることを基本とし，以下の点について，

本市の実情に応じた変更を行うこととしています。

(1) 居室の床面積について

省令では，各居室の床面積の基準を7.43㎡以上とし，ただし書きで，地

域の事情によっては，4.95㎡以上とすることと規定していますが，本市に

おいては，ただし書きを盛り込まないこととします。

(2) 非常災害対策について

非常災害対策に関する事項について，本市の他の社会福祉施設の基準条

例と同様に，安全対策の充実の観点から，地震・津波・火山等の自然災害

を想定した対策の実施について明文化します。

４ 基準の内容

別紙のとおり

５ 施行日

令和２年４月１日を予定
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別紙

国基準の概要と市の考え方

(1) 標準とすべき基準

項 目 国基準（概要） 市の考え方

配置する職員およびその員数について

職員の資格要 ○ 施設長は，社会福祉法第19条第１項各号のいず 国基準と同様

件 れかに該当する者もしくは社会福祉事業等に２年

以上従事した者またはこれらと同等以上の能力を

有すると認められる者でなければならない。

○ 無料低額宿泊所は，当該無料低額宿泊所の職員

が，できる限り法第19条第１項各号のいずれかに

該当する者とするよう努めるものとする。

○ 職員（施設長を含む。）その他の無料低額宿泊

所の運営に携わる者は，暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律に規定する暴力団員また

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない

者であってはならない。

職員配置の基 ○ 施設に置くべき職員の員数は，入居者の数およ 国基準と同様

準 び提供するサービスの内容に応じた適当数とし，

そのうち１人は施設長としなければならない。

○ 生活保護法に規定する日常生活支援住居施設に

該当する場合は，日常生活支援住居施設としての

職員配置の要件を満たさなければならない。

居室の床面積について

居室の要件 ○ 一の居室の床面積（収納設備を除く。）は， 床面積は，

7.43平方メートル以上とすること。ただし，地域 7.43平方メー

の事情によりこれによりがたい場合にあっては， トル以上とす

4.95平方メートル以上とすること。 る。

運営に関する事項について

入居申込者等 ○ 居室の利用その他のサービスの提供の開始に際 国基準と同様

に対する説明 しては，あらかじめ，入居申込者に対し，運営規

等 程の概要，職員の勤務の体制，当該サービスの内

容および費用その他の入居申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行うとともに，居室の利用に係る

契約とそれ以外のサービスの提供に係る契約をそ

れぞれ文書により締結しなけらばならない。

○ 契約または契約の更新において，契約期間（１

年以内のものに限る。ただし居室の利用に係る契

約については，建物の賃貸借契約（借地借家法の
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規定による定期建物賃貸借を除く。）の場合は，

１年とする。）および解約に関する事項を定めな

ければならない。

○ 契約期間の満了前に，あらかじめ入居者の意向

を確認するとともに，福祉事務所等の関係機関と，

当該入居者が継続して無料低額宿泊所を利用する

必要性について協議しなければならない。

○ 解約に関する事項において，入居者の権利を不

当に狭めるような条件を定めてはならない。

○ 解約に関する事項において，入居者が解約を申

し入れたときは，速やかに当該契約を終了する旨

を定めなければならない。

○ 契約または契約の更新において，入居申込者に

対し，保証人を立てさせてはならないこと。

秘密保持等 ○ 職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得 国基準と同様

た入居者の秘密を漏らしてはならない。

○ 職員であった者が，正当な理由がなく，その業

務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよ

う，必要な措置を講じなければならない。

事故発生時の ○ 入居者に対するサービスの提供により事故が発 国基準と同様

対応 生した場合は，速やかに都道府県等，当該入居者

の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講

じなければならない。

○ 事故の状況および事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。

○ 入居に対するサービスの提供により賠償すべき

事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わ

なければならない。

利用定員について

規模 ○ ５人以上の人員を入居させることができる規模 国基準と同様

を有するものでなければならない。

サテライト型 ○ 本体となる施設（入居定員が５人以上10人以下 国基準と同様

住居の設置 のものに限る。以下「本体施設」という。）と一

体的に運営される附属施設であって，利用期間が

原則として１年以下のもの（入居定員が４人以下

のものに限る。以下「サテライト型住居」という。）

を設置することができる。

サテライト型 ○ サテライト型住居を設置する無料低額宿泊所の 国基準と同様

住居の入居定 入居定員の合計は，次に掲げる職員配置の基準に

員 応じ，それぞれに定める人数とする。
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(1) 施設長の要件を満たす者が施設長のみ 20人

以下

(2) 施設長の要件を満たす者が施設長以外に１人

以上 40人以下

(2) 参酌すべき基準

項 目 国基準（概要） 市の考え方

範囲・基本方針について

無料低額宿泊 ○ 次の各号に掲げる事項を満たすものとする。た 国基準と同様

所の範囲 だし，他の法令により必要な規制が行われている

等事業の主たる目的が，生計困難者のために，無

料又は低額な料金で，簡易住宅を貸し付け，また

は宿泊所その他の施設を利用させるものでないこ

とが明らかである場合は，この限りでない。）

１ 次のいずれかの事項を満たすものであるこ

と。

(1) 入居の対象者を生計困難者に限定している

こと（明示的に限定していない場合であって

も，生計困難者に限定して入居を勧誘してい

ると認められる場合を含む）。

(2) 入居者の総数に占める生活保護法に規定す

る被保護者（以下「被保護者」という。）の

数の割合が，概ね50％以上であり，居室の利

用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約

であること。

(3) 入居者の総数に占める被保護者の割合が，

概ね50％以上であり，利用料（居室使用料お

よび共益費を除く。）を受領してサービスを

提供していること（サービスを提供する事業

者が人的関係，資本関係等において当該施設

と密接な関係を有する場合を含む。）。

２ 居室使用料が無料または生活保護法に規定す

る厚生労働大臣の定める基準（住宅扶助に係る

ものに限る。）に基づく額以下であること。

基本方針 ○ 入居者が地域において自立した日常生活または 国基準と同様

社会生活を営むことができるよう，現に住居を求

めている生計困難者につき，無料または低額な料

金で，居室その他の設備を利用させるとともに，
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その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう必要なサービスを適切かつ効果的

に行うものでなければならない。

○ 入居者の意思および人格を尊重して，常に当該

入居者の立場に立ったサービスの提供に努めなけ

ればならない。

○ 基本的に一時的な居住の場であることに鑑み，

入居者の心身の状況，その置かれている環境等に

照らし，当該入居者が独立して日常生活を営むこ

とができるか常に把握しなければならない。

○ 独立して日常生活を営むことができると認めら

れる入居者に対し，当該入居者の希望，退居後に

置かれることとなる環境等を勘案し，当該入居者

の円滑な退居のための必要な援助に努めなければ

ならない。

○ 地域との結び付きを重視した運営を行い，都道

府県，市町村，生計困難者の福祉を増進すること

を目的とする事業を行う者その他の保健医療サー

ビスまたは福祉サービスを提供する者との連携に

努めなければならない。

設備に関する基準について

構造設備等の ○ 配置，構造および設備は，日照，採光，換気等 国基準と同様

一般原則 入居者の保健衛生に関する事項および防災につい

て十分考慮されたものでなければならない。

設備の専用 ○ 設備は，専ら当該無料低額宿泊所の用に供する 国基準と同様

ものでなければならない。ただし，入居者に提供

するサービスに支障がない場合には，この限りで

ない。

設備の基準 ○ 建築基準法の規定を遵守するものでなければな 国基準と同様

らない。

○ 消防法の規定を遵守するものでなければならな

い。

○ 消火器の設置，自動火災報知設備等の防火に係

る設備の整備に努めねけらばならない。

○ 次に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し，社会福祉施設その他の施設の設備を利用する

ことにより，当該無料低額宿泊所の効果的な運営

を期待することができる場合であって，入居者に

提供するサービスに支障がないときは，設備の一

部を設けないことができる。
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・炊事設備，洗面所，便所，浴室，洗濯室または

洗濯場

○ 必要に応じ，次に掲げる設備その他の施設の円

滑な運営に資する設備を設けなければならない。

・共用室，相談室，食堂

○ 各設備の基準は，次のとおりとする。

１ 居室

(1) 一の居室の定員は，１人とすること。ただ
し，入居者がその者と生計を一にする配偶者

その他の親族と同居する等，２人以上で入居

させることがサービスの提供上必要と認めら

れる場合は，この限りではないこと。

(2) 地階に設けてはならないこと。

(3) 居室の扉は，堅固なものとし，居室ごとに

設けること。

(4) 出入口は，屋外，廊下または広間のいずれ

かに直接面して設けること。

(5) 各居室の間仕切壁は，堅固なものとし，天

井まで達していること。

２ 炊事設備 火気を使用する部分は，不燃材料

を用いること。

３ 洗面所 入居定員に適したものを設けるこ

と。

４ 便所 入居定員に適したものを設けること。

５ 浴室

ア 入居定員に適したものを設けること。

イ 浴槽を設けること。

６ 洗濯室または洗濯場 入居定員に適したもの

を設けること。

職員に関する基準について

施設長の責務 ○ 職員の管理，入退去に係る調整，業務の実施状 国基準と同様

況の把握その他の管理を一元的に行わなければな

らない。

○ 職員に，この章の規程を遵守させるために，必

要な指揮命令を行うものとする。

職員の責務 ○ 入居者からの相談に応じるとともに，適切な助 国基準と同様

言および必要な支援を行わなければならない。

勤務体制の確 ○ 入居者に対し，適切なサービスを提供できるよ 国基準と同様

保等 う，職員の勤務体制を整備しておかなければなら

ない。
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○ 職員に対し，その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。

運営に関する基準について

入退居 ○ 入居予定者の入居に際しては，その者の心身の 国基準と同様

状況，生活の状況等の把握に努めなければならな

い。

○ 入居者の心身の状況，入居中に提供することが

できるサービスの内容等に照らし，無料低額宿泊

所において日常生活を営むことが困難となったと

認められる入居者に対し，その者の希望，その者

が退去後に置かれることとなる環境等を勘案し，

その者の状態に適合するサービスに関する情報の

提供を行うとともに，適切な他のサービスを受け

ることができるよう必要な援助に努めなければな

らない。

○ 入居者の退居に係る援助に際しては，福祉事務

所等の関係機関，相談等の支援を行う保健医療サ

ービスまたは福祉サービスを提供する者等との密

接な連携に努めなければならない。

利用料の受領 ○ 入居者から利用料として，次に掲げる費用を受 国基準と同様

領することができる。

１ 食事の提供に要する費用 食材費および調理

等に関する費用に相当する金額とすること。

２ 居室使用料

ア 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用，

修繕費，管理事務費，地代に相当する額等を

基礎として合理的に算定された金額とするこ

と。

イ 敷金，権利金，謝金等の金品を受領しない

こと。

３ 共益費 共用部分の清掃，備品の整備等の共

用部分の維持管理に要する費用に相当する金額

とすること。

４ 光熱水費 居室および共用部分に係る光熱水

費に相当する金額とすること。

５ 日用品費 入居者本人が使用する日用品の購

入費に相当する金額とすること。

６ 基本サービス費 入居者の状況把握等の業務

に係る人件費，事務費等に相当する金額とする

こと。
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７ 入居者が選定する日常生活上の支援に関する

サービスの提供に要する費用（当該無料低額宿

泊所が，日常生活支援住居施設である場合に限

る。）

ア 人件費，事務費等（基本サービス費にかか

るものを除く。）に相当する金額とすること。

イ 日常生活支援住居施設として受領する委託

費を除くこと。

サービス提供 ○ 入居者の健康保持に努めるほか，当該入居者が 国基準と同様

の方針 安心して生き生きと明るく生活できるよう，その

心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行う

とともに，生きがいをもって生活できるようにす

るための機会を適切に提供しなければならない。

○ 入居者にとって当該無料低額宿泊所全体が１つ

の住居であることに鑑み，入居者が共用部分を円

滑に使用できるよう配慮した運営を行わなければ

ならない。

○ プライバシーの確保に配慮した運営を行わなけ

ればならない。

○ 職員は，入居者に対するサービスの提供に当た

っては，懇切丁寧に行うことを旨とし，当該入居

者に対し，サービスの提供を行う上で必要な事項

について，理解しやすいように説明を行わなけれ

ばならない。

運営規程 ○ 次に掲げる施設の運営についての重要事項に関 国基準と同様

する規程（以下「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。

(1) 施設の目的および運営の方針

(2) 職員の職種，員数および職務の内容

(3) 入居定員

(4) 入居者に提供するサービスの内容および利用

料その他の費用の額

(5) 施設の利用にあたっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他施設の運営に関する重要事項

○ 運営規程を定め，または変更したときは，都道

府県等に届け出なければならない。

非常災害対策 ○ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 安全対策の充

を設けるとともに，非常災害に対する具体的計画 実の観点か

を立て，非常災害時の関係機関への通報および連 ら，地震・火



- 10 -

絡体制を整備し，それらを定期的に職員に周知し 山・津波等の

なければならない。 自然災害を想

○ 非常災害に備えるため，少なくとも１年に１回 定した対策の

以上，定期的に避難，救出その他必要な訓練を行 実施について

わなければならない。 明文化する。

記録の整備 ○ 設備，職員および会計に関する諸記録を整備し 国基準と同様

ておかなければならない。

○ 入居者に提供するサービスの状況に関する次に

掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。

(1) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 苦情の内容等の記録

(3) 事故の状況および事故に際して採った処置に

ついての記録

食事 ○ 入居者に食事を提供する場合，量および栄養な 国基準と同様

らびに当該入居者の心身の状況および嗜好を考慮

した食事を，適切な時間に提供しなければならな

い。

入浴 ○ 入居者に対し１日に１回の頻度で入浴の機会を 国基準と同様

提供しなければならない。ただし，やむを得ない

事情があるときは，あらかじめ，当該入居者に対

当該事情の説明を行うことにより，１週間に３回

以上の頻度とすることができる。

状況把握 ○ 原則として１日に１回以上，入居者に対し，居 国基準と同様

宅への訪問等の方法による訪問等の方法による状

況把握を行わなければならない。

日常生活に係 ○ 入居者の金銭の管理は入居者本人が行うことを 国基準と同様

る金銭管理 原則とする。ただし，金銭の適切な管理を行うこ

とに支障がある入居者であって，無料低額宿泊所

による金銭の管理を希望するものに対し，次に掲

げるところにより無料低額宿泊所が，日常生活に

係る金銭を管理することを妨げない。

１ 成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度

をできる限り活用すること。

２ 無料低額宿泊所管理する金銭は，当該入居者

に係る金銭およびこれに準ずるものであって，

日常生活を営むために必要な金額に限ること。

３ 無料低額宿泊所が有する他の財産と区分する

こと。

４ 当該入居者の意思を尊重して管理すること。
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５ 入居等に係る契約とは別に，当該入居者の日

常生活に係る金銭等の管理に係る事項のみを内

容とする契約を締結すること。

６ 金銭等の出納を行う場合は，職員が２人以上

で確認を行う等の適切な体制を整備すること。

７ 入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかに

する帳簿を整備するとともに，収支の記録につ

いて定期的に入居者本人に報告を行うこと。

８ 当該入居者が退居する場合には，速やかに，

管理する金銭等を当該入居者に返還すること。

９ 金銭等の詳細な管理方法，入居者本人に対す

る収支の記録の報告方法等について管理規程を

設けること。

10 管理規程を定め，または変更した時は，都道

府県等に届出ること。

11 当該入居者が被保護者である場合は，当該入

居者の金銭等の管理に係る契約の締結時または

変更時には，福祉事務所にその旨の報告を行う

こと。

12 金銭管理の状況について，都道府県等の求め

に応じて速やかに報告できる体制を整えておく

こと。

定員の遵守 ○ 入居定員および居室の定員を超えて入居させて 国基準と同様

はならない。ただし，災害その他のやむを得ない

事情がある場合は，この限りでないこと。

衛生管理等 ○ 入居者が使用する設備，食器等又は飲用に供す 国基準と同様

る水について，衛生的な管理に努め，または衛生

上必要な措置を講じなけれはならない。

○ 感染症，食中毒または害虫が発生し，またはま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。

掲示及び公表 ○ 入居者の見やすい場所に，運営規程の概要，職 国基準と同様

員の勤務の体制その他入居者のサービスの選択に

資すると認められる事項を掲示しなければならな

い。

○ 運営規程を公表するとともに，毎会計年度終了

後３月以内に，貸借対照表，損益計算書等の収支

の状況に係る書類を公表しなければならない。

広告 ○ 広告をする場合は，その内容が虚偽または誇大 国基準と同様

なものであってはならない。
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苦情への対応 ○ その提供したサービスに関する入居者の苦情に 国基準と同様

迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付け

るための窓口の設置その他の必要な措置を講じな

ければならない。

○ 苦情を受け付けた場合は，当該苦情の内容を記

録しなければならない。

○その提供したサービスに関し，都道府県等から指

導または助言を受けた場合は，当該指導または助

言に従って必要な改善を行わなければならない。

○ 都道府県等からの求めがあった場合には，改善

の内容を報告しなければならない。

○ 社会福祉法に規定する運営適正化委員会が行う

調査に，できる限り協力しなければならない。

サテライト型住居の設置に関する基準について

サテライト型 ○ 本体施設から概ね20分程度で移動できる範囲に 国基準と同様

住居の設置 設置する等，入居者へのサービス提供に支障がな

いものとする。

○ 一の本体施設に附属することができるサテライ

ト型住居の数は，次に掲げる職員配置の基準に応

じ，それぞれに定める数とする。

(1) 施設長の要件を満たす者が施設長のみ ４以

下

(2) 施設長の要件を満たす者が施設長以外に１人

以上 ８以下

○ サテライト型住居について，設備等の記録のほ

か，状況把握の実施に係る記録を整備し，その完

結の日から５年間保存しなければならない。


